
平
成
二
十
五
年
四
月
十
七
日
提
出

質

問

第

五

三

号

国
を
被
告
と
す
る
自
衛
官
人
権
裁
判
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

照

屋

寛

徳
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国
を
被
告
と
す
る
自
衛
官
人
権
裁
判
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

私
は
、
現
下
の
自
衛
隊
は
、
そ
の
装
備
実
態
等
に
照
ら
し
、
憲
法
違
反
の
存
在
だ
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
一
方
で
、
自
衛

官
の
基
本
的
人
権
や
個
人
と
し
て
の
尊
厳
は
、
最
大
限
尊
重
さ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
。

去
る
三
月
二
十
九
日
、
札
幌
地
方
裁
判
所
に
お
い
て
、
札
幌
真
駒
内
基
地
・
徒
手
格
闘
訓
練
死
国
賠
訴
訟
（
札
幌
地
方
裁
判

所
平
成
二
十
二
年
（
ワ
）
第
�
�
�
�
号
損
害
賠
償
請
求
事
件
。
以
下
、
「
命
の
雫
」
裁
判
と
い
う
）
の
判
決
が
言
い
渡
さ

れ
、
被
告
国
に
対
し
て
約
六�
五
〇
〇
万
円
の
支
払
い
が
命
じ
ら
れ
た
。
当
該
徒
手
格
闘
訓
練
で
死
亡
し
た
自
衛
官
は
、
沖
縄

出
身
の
島
袋
英
吉
さ
ん
（
当
時
二
十
歳
）
、
原
告
は
そ
の
ご
両
親
で
あ
る
。
「
命
の
雫
」
裁
判
は
、
被
告
国
が
控
訴
す
る
こ
と

な
く
確
定
し
た
。

「
命
の
雫
」
裁
判
の
よ
う
に
、
自
衛
隊
内
に
お
け
る
上
官
や
同
僚
ら
に
よ
る
自
衛
官
に
対
す
る
い
じ
め
、
パ
ワ
ハ
ラ
、
セ
ク

ハ
ラ
等
を
原
因
と
し
、
遺
族
等
が
国
を
被
告
と
し
て
提
起
し
た
裁
判
、
い
わ
ゆ
る
「
自
衛
官
人
権
裁
判
」
は
多
数
に
上
り
、
現

に
係
属
中
の
事
件
も
相
当
数
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

以
下
、
質
問
す
る
。

一

「
命
の
雫
」
裁
判
な
ど
、
自
衛
隊
内
に
お
け
る
上
官
や
同
僚
ら
に
よ
る
自
衛
官
に
対
す
る
い
じ
め
、
パ
ワ
ハ
ラ
、
セ
ク
ハ

一



ラ
等
を
原
因
と
し
、
当
該
自
衛
官
が
自
殺
に
追
い
込
ま
れ
た
、
あ
る
い
は
身
体
的
負
傷
、
精
神
疾
患
な
ど
の
被
害
を
受
け
た

と
し
て
国
を
被
告
と
し
た
裁
判
、
ま
た
は
、
海
外
派
遣
中
の
自
衛
官
が
職
務
中
に
巻
き
込
ま
れ
た
事
件
・
事
故
等
を
理
由
に

国
を
被
告
と
し
た
裁
判
で
、
判
決
が
確
定
し
た
事
件
、
現
在
係
属
中
の
事
件
は
そ
れ
ぞ
れ
何
件
か
、
事
件
名
、
提
訴
年
月

日
、
提
訴
の
理
由
、
訴
訟
物
の
価
額
、
原
告
の
数
及
び
原
告
の
当
該
自
衛
官
と
の
間
柄
等
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
係
る

事
件
数
に
対
す
る
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

な
お
、
確
定
判
決
し
た
事
件
に
つ
い
て
は
確
定
年
月
日
、
判
決
要
旨
を
、
係
属
中
の
事
件
に
つ
い
て
は
当
該
裁
判
所
名
、

裁
判
の
経
過
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

「
命
の
雫
」
裁
判
に
お
け
る
証
拠
調
べ
の
過
程
で
明
ら
か
に
な
っ
た
、
陸
上
幕
僚
監
部
が
昭
和
五
十
八
年
九
月
に
作
成
し

た
陸
自
教
範
「
格
闘
」
に
は
、
「
徒
手
格
闘
は
、
当
身
技
、
投
げ
技
、
関
節
技
及
び
絞
め
技
を
総
合
的
に
駆
使
し
、
旺
盛
な

闘
志
を
も
っ
て
、
敵
を
殺
傷
し
、
又
は
捕
獲
す
る
戦
闘
手
段
で
あ
る
」
と
あ
る
。

右
陸
自
教
範
「
格
闘
」
に
お
け
る
「
敵
を
殺
傷
し
」
と
は
、
憲
法
や
自
衛
隊
法
の
精
神
に
基
づ
く
専
守
防
衛
の
概
念
に
反

す
る
も
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
と
も
、
正
当
防
衛
に
限
っ
て
行
使
を
許
さ
れ
る
も
の
な
の
か
、
自
衛
隊
が
徒
手
格
闘
を
必
要

と
す
る
理
由
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

二



三

「
命
の
雫
」
裁
判
が
確
定
し
た
こ
と
を
受
け
、
去
る
四
月
十
五
日
に
君
塚
栄
治
陸
上
幕
僚
長
が
原
告
遺
族
宅
を
訪
問
し
、

謝
罪
し
た
際
、
原
告
遺
族
か
ら
徒
手
格
闘
訓
練
の
廃
止
を
求
め
ら
れ
て
い
る
。
同
様
に
、
去
る
四
月
四
日
、
「
命
の
雫
」
裁

判
原
告
団
も
左
藤
章
防
衛
大
臣
政
務
官
と
の
面
談
の
席
上
、
徒
手
格
闘
訓
練
の
廃
止
を
要
請
し
て
い
る
。

君
塚
陸
上
幕
僚
長
は
、
四
月
十
五
日
の
遺
族
と
の
面
談
後
、
記
者
団
に
対
し
、
徒
手
格
闘
訓
練
に
つ
い
て
は
「
（
判
決

を
）
深
刻
に
受
け
止
め
、
改
善
し
て
い
る
」
（
平
成
二
十
五
年
四
月
十
六
日
付
「
沖
縄
タ
イ
ム
ス
」
）
と
語
っ
た
よ
う
だ

が
、
自
衛
隊
は
い
か
な
る
改
善
策
を
講
じ
た
か
具
体
的
に
示
し
た
え
う
え
で
、
再
発
防
止
の
実
効
性
に
対
す
る
政
府
の
見
解

を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

自
衛
隊
に
お
い
て
徒
手
格
闘
訓
練
が
始
ま
っ
た
の
は
い
つ
か
ら
か
、
陸
上
、
海
上
、
航
空
自
衛
隊
の
別
に
同
訓
練
の
始

期
、
目
的
、
内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

ま
た
、
平
成
二
十
年
よ
り
新
た
な
内
容
の
格
闘
術
（
以
下
、
新
格
闘
徒
手
技
術
と
い
う
）
訓
練
に
変
更
さ
れ
た
よ
う
だ

が
、
同
訓
練
の
内
容
、
訓
練
が
実
施
さ
れ
て
い
る
部
隊
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
変
更
に
至
っ
た
経
緯
、
目
的
を
示
さ
れ

た
い
。

五

徒
手
格
闘
訓
練
及
び
新
格
闘
徒
手
技
術
訓
練
で
自
衛
官
が
負
傷
（
死
亡
を
含
む
）
し
た
事
案
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
発
生

三



日
時
、
負
傷
内
容
、
原
因
等
を
陸
上
、
海
上
、
航
空
自
衛
隊
の
別
に
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
当
該
不
祥
事
案
の
発
生
件
数

と
係
る
訓
練
の
連
関
性
に
対
す
る
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

四


